




又
は
国
税
通
刻
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
諮
求
審
に
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
べ
き
金
額
及
び
そ
の
計
算
に
関
す
る
明
細

を
記
載
し
た
番
類
の
添
付
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
さ
れ
る
べ
き
金
額
は
、
当
該
金
額
と
し
て
記
載
さ

れ
た
金
額
を
限
度
と
す
る
。

(
中
間
申
告
)

第
十
六
条
法
人
税
法
第
七
十
一
条
、
第
八
十
一
条
の
十
九
又
は
第
百
四
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
申
告
惑
を
提
出
す
べ
き
法
人
は
、
こ
れ
ら
の
申
告
謬
に
係
る
課
税
率

業
年
度
開
始
の
臼
以
後
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
税
務
署
長
に
対
し

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
審
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

-

省

略

2
1
m

省

略

(
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
撃
を
提
出
す
る
壌
合
の
記
載
葱
項
等
)

第
十
七
条
法
人
税
法
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
の
二
十
第
一
項
又
は
第
百

四
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
惑
を
提
出
す
る
法
人

は
、
当
該
申
告
惑
に
係
る
課
税
率
噛
昨
年
度
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

率
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
地
方
法
人
税
中
間
申
告
惑
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
1
三

省

略

2
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
地
方
法
人
税
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
六

項
中
「
地
方
法
人
税
確
定
申
告
官
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
法
人
税
中
間
申
告
審
」

と
す
る
。

省

略

3 第
十
九
条
省

2

省

略

3

外
国
法
人
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
月
以
内
」

と
あ
る
の
は
、
「
二
月
以
内
(
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
が
国
税
通
則
法
第

百
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
管
理
人
の
届
出
を
し
な
い
で
恒
久
的
施
設
を

有
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
し
な
い
外
国
法
人
が
法
人
税
法

賂

国
税
通
則
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
誇
求
警
に
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
べ
き
金
額
及
び
そ
の
計
算
に
関
す
る
明
細
を
記
載
し

た
議
類
の
添
付
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
控
除
を
さ
れ
る
べ
き
金
額
は
、
当
該
金
額
と
し
て
記
載
さ
れ
た
金
額

を
限
度
と
す
る
。

(
中
関
'
申
告
)

第
十
六
条
法
人
税
法
第
七
十
一
条
(
同
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
)
又
は
第
八
十
一
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
る
申
告
審
を
提
出
す
べ

き
法
人
は
、
こ
れ
ら
の
申
告
惑
に
係
る
課
税
率
業
年
度
開
始
の
日
以
後
六
月
を
経
過

し
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
税
務
署
長
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
惑
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

-

二

向

上

2
1
m

向

上

(
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
撃
を
抽
提
出
す
る
場
合
の
記
載
率
項
等
)

第
十
七
条
法
人
税
法
第
七
十
二
条
第
一
一
項
(
同
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
又
は
第
八
十
一
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

惑
を
提
出
す
る
法
人
は
、
当
該
申
告
惑
に
係
る
課
税
事
業
年
度
に
つ
い
て
、
前
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
地
方
法
人
税

中
間
申
告
撃
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
i
一

二

同

上

2
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
地
方
法
人
税
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
五

項
中
「
地
方
法
人
税
確
定
申
告
審
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
法
人
税
中
間
申
告
審
」

と
す
る
。

同

上
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3 

上

第

十

九

条

同

2

向

上

3

外
国
法
人
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
問
項
中
「
一
一
月
以
内
」

と
あ
る
の
は
、
「
二
月
以
内
(
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
外
国
法
人
に
該
当
す
る
法
人
が
国
税
通
則
法
第
百
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
納
税
管
理
人
の
届
出
を
し
な
い
で
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
外
国
法
人
の
い
ず










